
４．社会資本に関する論点の明確化と臨機の対応  

 社会資本について、今後の整備の基本的考え方、実施上の課題、隘路の打開策

等を明確に示し、共に考え、創り、育てていく姿勢で、取り組むとともに、社会条件の

変化等に迅速かつ的確に対応していく。  

４．１ 国土条件と社会資本の整備実態の明確化  

 我が国の脆弱な国土条件や間近に控えた本格的少子・高齢社会の到来を踏まえ、
現在の社会資本整備の状況について、国民に情報を提供し、認識の共有を進める。  

＜施策事例＞ 

• 社会資本整備の現状についてインターネット等で広く情報提供 

• 洪水ハザードマップ等により社会資本整備の現状をＰＲ  

４．２ 社会資本整備方針の明確化  

 重要政策課題に対する建設行政の基本的考え方を行動指針等にまとめ、内外に

対して明確化し発信する。 
 このような基本的考え方の一つとして、維持管理費を含むライフサイクルコストの視

点をさらに導入し、事後の評価も実施して検証を行い、結果を公表する。 

 また、地球環境の保全を図るため建設省環境政策大綱の理念を実践に移す諸施

策を実施していく。 
 さらに、建設リサイクル推進計画' ９７の行動計画の実践とフォローアップを行う。  

＜施策事例＞ 

• 主要施策についてインターネット等で広く情報提供  



洪水ハザードマップ 

 
  



（社会資本整備方針の明確化事例） 

建設リサイクルの推進 

産業廃棄物に占める建設廃棄物の割合 
排出量は約２割、最終処分量は約４割、不法投棄量は約９割 

 全産業 建設産業 割合 

資源利用量 24 億ｔ １１億ｔ 46%

廃棄物量 

排出量 ４億ｔ ０．８２億ｔ 21%

リサイクル量 ３．１億ｔ ０．４５億ｔ 15%

最終処分量 ０．８４億ｔ ０．３７億ｔ 44%

  不法投棄 ３９万ｔ ３４万ｔ 87%
注）不法投棄量は、Ｈ５～Ｈ７の平均値 出典：建設省、環境庁、厚生省 

 
 



４．３ 長期計画策定への国民参加  

 五箇年計画等長期計画に関する情報共有を進め、策定作業へ国民の意見を反映

できるシステムを推進する。  

＜施策事例＞ 

• 長期計画策定において、ＰＩ手法を積極的に活用 

• 「河川整備計画」決定に類する国民参加の手続きを他事業においても検討  

４．４ 環境アセスメントの改善  

 平成１１年６月からの環境影響評価法施行に基づき、スコーピング手続きの導入、

意見の提出機会の増加等、国民の意見をさらに反映する方向で、実施方法を改善す
る。  

＜施策事例＞ 

• スクリーニング手続きを導入することにより、法定環境アセスメントの対象事

業より小さい事業についても、必要な対応を実施 

• スコーピング手続きを導入することにより、環境アセスメントの実施方法の決

定段階に国民意見を反映 
• 環境影響評価の信頼性を向上させるため、専門家による助言体制を一層充

実（省令で定める技術指針に規定）  

４．５ 計画説明での合意形成手法の検討  

 計画説明段階で、国民から見て十分な説明を行いつつ、論点を明確化し、合理的な

合意形成を図り、結果として早期に事業を完了しサービスを提供することを目指した
検討を行う。  

＜施策事例＞ 

• 様々な試みを行いながら、より多くの国民の納得を得られる合意形成手法を

検討  



 
  



 

 
 「河川整備計画」とは、当面行う予定の河川工事等について、その目的、場所、施

設の概要等を定めるものである。 

 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要と認めると

きは、関係住民の意見を反映するために必要な措置を講じなければならない制度と
なっており、今後積極的に住民の意見を聞き、河川整備計画に反映させていくことと

している。 

○河川整備計画策定の流れ 

 
 

  

 関係住民の意見を反映した「河川整備計画」の策定 



環境アセスメントに係るアカウンタビリティ向上 

 
 

  



新たな合意形成・調整手法のイメージ 

 
 



４．６ 事業連携・調整の推進  

 省庁間、建設省内各事業間の連携・調整を強化し、地域の総合的整備の視点に立

った公共事業を推進するため、既存の省庁連絡調整会議、省内調整会議を活用する
他、地方建設局が中心となって、横断的調整機能を充実する。 

 また、建設省、地方公共団体、地元経済界、ＮＰＯ等が、現地の状況を踏まえつつ

地域ブロックのビジョンをつくり、その実現方策を検討していくための場を設置する。  

＜施策事例＞ 

• 公共事業関係６省庁連絡会議および個別事業単位の協議調整機関（Ex 道路
と農道に関する連絡調整会議）を活用 

• 地方ブロックに全体のビジョンや戦略を検討する場として、地域整備ブロック

戦略会議（仮称）を設置 

• 地方建設局を中心に幅広い視点に基づく横断的調整機能を充実  

４．７ 維持管理における連携推進  

 地域住民の意見や提案を反映するとともに、維持管理活動への国民参加を推進す

るため、各種取り組みを行う。  

＜施策事例＞ 

• 社会資本の維持管理において、地方公共団体、各種ＮＰＯ( 公益団体)組織、

ボランティア等との連携を強化 

• 地域住民の意見や提案を反映するため、ＰＩ手法の導入を検討 
• 実施内容についてインターネットで情報提供 



（維持管理における連携推進） 

ラブリバー 

－地域とともに魅力ある水辺空間をつくる－ 

 「ラブリバー制度」とは、堤防の草刈り等のボランティア活動等を行っていただいて

いる方々に対して、河川敷を整備のうえ植栽や花壇としての利用に解放するなど、地

域住民の方々からなる河川愛護団体と、地元市町村、そして河川管理者たる建設省

や都道府県の三者がそれぞれの役割を分担・連携して、住民とともに河川の良好な
維持と潤いのある水辺空間の形成を図るための制度です。 

河川愛護団体は…ボランティア活動として、河川における清掃や地域

の河川愛護思想の啓発を行うためのイベントの開催を行うなど、ラブリ
バー活動の主役として活動を進めていきます。 

地元市町村は…河川愛護団体の行う活動を側面から支援するために
も各種清掃用具の提供やイベント費用の援助、また、公園施設の整備

等を行います。 

河川管理者は…ラブリバー活動が行えるよう地域の要望を踏まえ、河
川敷の整備を行い、河川愛護団体の活動を支援していきます。また、

河川敷などを植栽と花壇づくりに解放し、併せて水辺の自然に親しむ

空間として利用してもらうようにします。 

 



市民参加により国営公園のイベントの企画、運営を行う「夢プラン」の実施 

１．「夢プラン」とは 

 「夢プラン」は、国営公園において、市民よりイベント企画を公募し、選定された企画

について応募者自身が実行するというものです。市民のアイデアを国営公園の管理

運営に取り入れ、また国営公園の利用推進を図る取り組みとして、平成８年度より実
施しています。 

２．内容 

 （１） 夢プランの実施フロー 

  ① プランの募集  

 国営公園をフィールドにして実施するイベントの企画、運営のプラン

を、ポスターの掲示、リーフレットの配布をはじめ、新聞や雑誌等への

掲載といった広報活動を通じて広く市民より募集します。 

  ② 審  査  

 集まったプランは各公園ごとに学識経験者、マスコミ関係や地元著名

人等による審査委員会で審査を行い、各公園で行うのにふさわしい内

容のものを選定します。 

  ③ 調  整  

 選定されたプランについて、応募者と各公園の担当者との間で実施

に向けた調整を行います。 

  ④ 実  施  

 応募者が主体となってプランが実施されます。 

※ 国営昭和記念公園での夢プランの事例 

「～ノーマライゼーション～あらゆる人のための公園とガーデニング」 

 



身障者の方でもガーデニングが楽しめるモデルガーデンを制作し、講習会を開催し、

園芸活動を体験してもらいました。 

 ２．施策の効果 

• 国営公園の管理運営における市民参加の推進 

• 市民ニーズの把握、先駆的な事例の試験的実施 
• 国営公園の管理運営における課題の抽出 

• 国営公園の利用促進 

 ３．今後の展開 

 今後は、夢プランを実施する国営公園の対象を拡大するとともに、夢

プランで実施されて公園利用者から好評であったプランについては、

次年度から国営公園の常設イベントとして開催していく等、夢プランの
国営公園管理運営への反映を行っていきます。 

  

 


